
 

 

 

商品投資契約に基づいて出資された財産の 
分別管理に関する命令【新設】の概要 

 

商品投資に係る事業の規制に関する法律 34 条の規定の委任を受けて所要の事項を

定めるための内閣府・経済産業省共管命令。 

 

 

商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理の方法を定める。 
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